
工場や商業施設、オフィスビルなどに設置された高圧受変電設備（自家用電気工作物）の設置者は、
電気事業法によって電気主任技術者の選任と保安規程を定めることが義務付けられています。

電気主任技術者とは？

保安規程とは？

電気主任技術者を雇わなければならないのですね？

依頼したいのですが、どうすればいいですか？

登録電気工事業者
登録年月日：平成26年2月13日 登録番号：埼玉県知事 登録第251493号 電気工事の種類： 一般及び自家用電気工作物

請負実績
浄水場、排水ポンプ場、学校施設、神社、小規模工場、養鶏場等

当社は電気保安法人です！

自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する
保安の監督者のことです。

自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安を
確保するために、設置者が定めるルールです。

設置者、その従業者は保安規程を守らなければなりません。

弊社にご依頼いただければ、技師を直接
雇う必要はありません。弊社がお客様に
代わり保安、維持、管理を請負います。

ご存知ですか？

まずはご連絡ください！

電話(048-450-1420)
E-mail(info-desk@pro-a.co.jp)

電気保安法人番号
整理番号：Ｈ139

主な取得資格
・第一種電気工事士

・第二種電気工事士

・第三種電気主任技術者

・自家用発電設備専門技術者

・特殊電気工事士

・甲種消防設備士

http://www.pro-a.co.jp

株式会社プロ・エー □本社 〒351-0011 埼玉県朝霞市本町2-7-21
TEL 048-450-1420 FAX 048-450-1520

□東京営業所 〒158-0094
東京都世田谷区玉川4-3-15
サントピア二子玉川第2
TEL 03-5491-7633 FAX 03-5491-7826

□朝霞営業所 〒351-0014
埼玉県朝霞市膝折町1-13-45
TEL 048-487-8440 FAX 048-487-8476


